
（京都市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料） 

令和３年６月１８日 

交 通 局 

 

京都府における緊急事態宣言解除後の市バス・地下鉄の運行等について 

 

京都府における緊急事態宣言が解除されることを踏まえ，現在市バス・地下鉄

で実施している終電繰上げ等について下記のとおり対応いたします。 

 

記 

 

１ 解除する取組 

 ⑴ 市バス 

   終発繰上げ（６月２１日(月)から通常運行再開） 

 ⑵ 地下鉄 

  ア 終電繰上げ（６月２１日(月)から通常運行再開） 

  イ 土休日の減便（６月２６日(土)から通常運行再開） 

 

２ 当面継続する取組 

 ⑴ 市バス 

   ア 深夜バスの運休 

   イ 急行系統及び京都岡崎ループの運休 

 ⑵ 地下鉄 

   深夜便「コトキン・ライナー」の運休 

⑶ 主要ターミナルへの検温機器の設置 

   主要８駅１４箇所及びバスターミナル２箇所 

 

３ お客様への周知 

  市バス・地下鉄を御利用のお客様に対しては，交通局ホームページのほか，

市バス停留所（対象箇所のみ），市バス車内，地下鉄駅，地下鉄車内等でお知

らせします。 
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